
最
古
の
ル
璽
ス
カ
ヤ
・
プ
ラ
；
ヴ
ポ
（
河
村
）

．
L
旺

最
古
の
ル
ー
ス
カ
ヤ
・
プ
ラ
ー
ヴ
ダ

本
交
と
そ
の
読
明

河

村

盛

］

序

　
ル
ー
ス
カ
ヤ
・
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
（
謁
霧
。
。
ζ
サ
ゴ
．
鴛
．
翁
）
は
ロ
シ
ア

、
古
代
史
研
究
の
根
本
資
料
と
し
て
ロ
シ
ア
年
代
記
と
共
に
最
も
重
要

　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
p
シ
ア
年
代
記
は
す
で

に
除
一
村
爆
口
太
郎
氏
の
奴
願
力
に
よ
っ
て
名
玉
が
公
刊
さ
れ
、
我
々
ロ
シ

ア
史
研
究
に
忌
事
す
る
も
の
は
毎
日
多
大
の
恩
惑
を
う
け
て
い
る
。

し
か
し
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
の
日
本
謬
は
ま
だ
公
表
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う

ρ
で
、
臼
ら
は
か
ら
す
そ
の
全
繹
を
激
年
前
か
ら
着
手
し
略
々
第
一

段
が
絡
つ
た
の
で
嚢
表
す
る
こ
と
に
し
旋
。
本
稿
の
目
的
は
プ
ラ
ー

ヴ
ダ
第
一
編
鰻
二
十
五
節
の
全
繹
を
．
記
し
て
廣
く
世
の
叱
正
を
仰

ぜ
、
よ
り
心
兀
全
な
も
の
に
す
，
る
こ
と
で
あ
る
。

　
近
着
の
ユ
ユ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
紙
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
最
近
各

大
學
で
地
域
墨
（
籠
2
d
答
＝
象
房
）
の
封
象
と
し
て
即
シ
ア
の
研
究

が
活
漢
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
と
傳
え
て
い
る
。
そ
し
て
ロ
シ
ア
研

究
は
重
大
な
夢
心
（
二
け
三
ぎ
雰
ビ
髪
静
）
で
あ
り
愛
國
的
義
務
（
一
・
㌣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

葺
つ
審
・
（
ぎ
聲
）
で
あ
る
と
さ
え
弧
肥
し
て
い
る
。
我
が
國
の
ロ
シ
ア

史
研
究
は
、
種
々
の
草
画
け
あ
る
に
し
て
も
極
め
て
低
調
で
あ
る
の

は
、
そ
の
理
由
は
別
と
し
て
零
幸
で
あ
る
。
し
か
し
敗
戦
後
若
い
人

入
の
間
に
、
軍
な
る
時
局
的
漫
心
か
ら
離
れ
て
、
じ
つ
く
9
と
燕
洛
つ

い
て
根
木
的
科
斗
的
に
p
シ
ア
史
を
研
究
せ
ん
と
す
る
機
蓮
が
徐
々

に
熟
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
ロ
シ
ア
史
學
界
の
豊
か
な
未
來
を
約
束

す
る
も
の
で
あ
．
ろ
う
。

原
本
に
つ
い
で

（22の



ブ
ラ
吉
掩
の
古
い
爲
歪
装
の
三
筆
が
あ
る
・

　
e
　
宗
務
院
本
（
量
＆
簿
剛
ゴ
a
巳
内
三
二
艶
）
こ
れ
は
現
存
す
る
最
も

古
い
窩
本
で
一
一
一
七
七
年
頃
に
書
か
れ
ロ
シ
ア
寺
法
民
法
類
篇

（
ぎ
厚
田
（
シ
鼻
二
9
剛
σ
q
多
）
　
の
一
部
と
し
て
マ
ス
ク
ワ
の
宗
務
院
書
庫
か

ら
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
⇔
　
ト
ロ
ー
イ
ッ
キ
イ
本
（
す
三
琶
＾
藁
二
言
α
q
節
）
こ
れ
は
ト
ロ
ー

イ
ッ
キ
イ
修
道
院
に
所
藏
す
る
十
四
世
紀
末
の
雑
業
法
の
中
に
あ

る
。

　
㈱
　
カ
ラ
ム
ジ
ン
本
（
り
引
●
》
幽
聖
　
回
（
⇔
二
重
一
’
μ
8
凶
日
μ
）
こ
れ
は
カ
ラ
ム
ジ

ン
が
十
泥
世
紀
の
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
年
代
記
の
申
か
ら
獲
署
し
壷
も
の
で

　
④

あ
る
。

　
こ
れ
ら
三
種
の
爲
本
は
す
べ
て
純
粋
に
原
本
の
姿
を
も
つ
た
点
本

か
ら
爲
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
本
丈
紹
介
の
時
必
要
に
感
じ
て

指
摘
す
る
で
あ
ろ
う
。
叉
三
つ
の
爲
本
の
比
較
に
つ
い
て
は
別
の
機

　
　
　
　
⑤

會
に
ゆ
ず
る
。

　
本
稿
で
は
、
ゲ
ー
ツ
の
「
ロ
シ
ア
法
」
第
一
雀
に
鯨
記
さ
れ
て
い

る
ヴ
凱
。
セ
ル
ゲ
エ
ェ
ヴ
イ
チ
の
「
他
の
爲
本
か
ら
の
補
足
と
異
丈

を
加
え
草
丈
献
畢
會
の
、
ト
ロ
ー
イ
ッ
キ
イ
の
、
及
び
オ
ボ
レ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
鼠
以
古
の
ル
罪
ス
カ
ヤ
。
プ
ラ
冨
ヴ
ダ
（
溺
村
）

キ
イ
侯
の
爲
本
に
よ
る
四
つ
の
編
輯
に
含
ま
れ
て
い
る
ル
ー
ス
カ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

・
プ
ラ
；
ヴ
ダ
」
に
よ
っ
た
。

　
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
は
大
別
し
て
年
代
を
異
に
す
る
二
種
の
編
輯
に
分
け

ら
れ
る
。
師
ち
二
軍
な
編
輯
本
と
詳
細
な
編
輯
木
で
あ
る
。
簡
㎜
単
な

編
暢
本
は
更
に
年
代
の
上
か
ら
よ
り
古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
に
分

か
れ
る
か
ら
細
別
し
て
三
種
類
の
編
輯
本
が
あ
る
課
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
便
宜
上
年
代
順
に
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
第
一
、
第
二
、
第
三
編
輯
と
名

づ
け
夫
々
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
王
、
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
∬
、
プ
ラ
ー
ヴ
グ
班
と
略

瀞
稻
す
る
。
倫
四
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
ー
と
H
は
一
一
一
血
紳
即
、
　
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
掃
け
一

五
九
節
に
分
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
の
引
用
で
は
、
例
え
ば
プ
ラ
ー

ヴ
ダ
第
一
編
輯
第
一
節
を
簡
軍
に
、
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
一
弧
と
記
す
こ
と

に
し
な
．
從
っ
て
臼
し
ρ
は
プ
ラ
ー
ヴ
グ
第
三
編
輯
第
十
節
の
こ
と

で
あ
る
。

二

プ
ラ
葦
ヴ
ダ
ー

　
　
最
古
の
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
の
編
輯

　
　
（
ご
回
．
O
く
＝
O
冴
プ
a
蟄
”
、
O
自
曽
オ
宏
こ
夢
鷹
．
ヨ
，
自
記
）

餓
混

域1

入
の
男

子
が

心
魂

き

成
人
の

男

子
を

殺
す

時
嘆

兄
弟
は

兄

（　，227　．〉



　
　
　
　
　
　
最
古
の
ル
董
ス
カ
ヤ
・
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
（
河
村
）

弟
に
ふ
く
し
ゅ
う
す
る
（
影
ジ
零
鳴
）
か
、
息
子
が
父
に
ふ
く
し
ゅ
う

す
る
か
、
父
が
息
子
に
ふ
く
し
ゅ
う
す
る
か
、
兄
第
の
息
子
が
、
叉

は
姉
妹
の
息
子
が
ふ
く
し
ゅ
う
す
る
。

　
説
、
明

、
　
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
血
の
ふ
く
し
ゅ
う
（
嗣
自
（
薯
陣
二
・
鼻
8
影
霧
鉾
田
9
－

吋
髪
ぞ
）
の
規
定
で
あ
る
が
、
こ
の
節
は
そ
れ
に
驕
す
る
一
つ
の
例

を
あ
げ
た
ま
で
で
、
嚴
密
に
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
人

を
殺
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
諜
殺
で
あ
る
か
、
過
失
に
よ
る

殺
人
で
あ
る
か
の
匪
別
が
な
い
。
叉
そ
、
の
ふ
く
し
ゅ
う
の
範
團
を
嗣

式
化
し
て
見
る
と
、

　
軌
一
茎
「
亀
一
1
…
ー
ー
ー
且
量
，
　
P
ー
ー
　
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瞳

　　　　　　　　　　　　一　　　…　　「　　　　　　　　　　　…　　一　　　　　　　　　　一　　　　w　u　　　　一　．　　　　　　　　　「　…　　　　吊　　凹　　　　　　　　断　　雫　　　w　　　　　　　nv　　一　　　　　｝　　一　　　　一7　　　一　　　一　　一　　一m　一　「　　　　一油　　　一罰　一

　
・
－
女

｝
塑
男
㈱

1－ 堰@iT　lvet女男．女男女男（：　
　回’　（⑳

ふくしゅう
順　　位

一 （s｝

一s－

o
s

（Sb

被害者偵

霧

世代

皿1

1

証
∬
『

　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

ふ
く
し
ゅ
う
す
る
者
は
す
べ
て
男
子
で
あ
る
こ
と
、
，
ふ
く
し
ゅ
う
す

る
親
族
の
範
園
は
父
子
兄
弟
姉
妹
及
び
そ
の
子
に
隈
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瑚
、

　父P⇒
一1・

　兄（→

一i
　男（⇒

…
－
…
醐
ん

一
子
f

「

－
妹
！

一
男

I　I
男女

－
女

　　＠

一一 ｪ
　　①加害者｛1
　　　’1’

　　　e

iふくしゅうされる
口順　　　　位

世代

狂1

1
韮
ガ

　
ふ
く
し
ゅ
う
さ
れ
る
者
は
す
べ
て
男
乎
で
あ
り
．
し
か
も
そ
の
範

園
は
加
害
者
と
そ
の
父
叉
は
子
に
限
定
さ
れ
て
、
加
害
者
の
兄
弟
に

及
ば
な
い
。
ラ
ン
ゲ
（
≧
U
茜
σ
q
．
⑦
）
に
よ
る
と
三
際
は
男
女
共
に

ふ
く
し
ゅ
う
し
た
。
そ
し
て
そ
の
順
位
は
大
回
雨
掘
の
よ
う
に
ま
す

直
系
を
さ
か
の
暦
次
に
そ
れ
を
下
叢
論
傍
系
へ
移
つ
や

　
被
害
者
の
親
族
が
ふ
く
し
ゅ
う
す
る
揚
三
次
の
方
法
を
選
ん
だ
の

（　．“，IS　）



で
、
必
ず
し
も
殺
人
に
勤
し
て
は
直
入
を
も
つ
て
む
く
い
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
第
一
加
害
者
と
そ
の
親
族
を
殺
す
、
第
二
物
叉
は
貨

幣
を
も
つ
て
代
償
と
す
る
。
第
三
互
に
和
解
す
る
。
血
の
ふ
く
し
ゅ

う
は
殺
入
の
外
に
、
身
月
髄
傷
害
の
手
合
（
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
ご
μ
C
｝
）
に

も
行
わ
れ
允
。

　
こ
こ
に
問
題
と
な
る
の
は
プ
ラ
」
ヴ
グ
ー
の
威
立
年
代
の
確
定
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

あ
る
。
ゲ
ー
ツ
辱
は
、
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
ー
に
殺
人
賠
償
ヴ
ィ
ラ
（
二
旧
型
の

加規

�
ﾈ
く
、
　
ミ
ル
　
（
一
ご
＝
．
）
が
プ
ラ
ー
ヴ
グ
ー
に
の
み
！
見
え
て
、
　
プ

ラ
ー
ヴ
ダ
罫
、
酊
に
見
え
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
九
世
紀
前
牛
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

威
立
し
た
も
の
と
論
定
す
る
に
甥
し
て
、
、
ク
リ
講
ウ
チ
ェ
ブ
イ
ス
ギ

イ
は
プ
ラ
ー
ヴ
グ
は
す
べ
て
勲
愈
に
關
思
し
て
い
る
か
ら
最
古
の
も

の
と
い
え
ど
も
ロ
シ
ア
に
ク
リ
ス
ト
教
が
正
式
に
受
容
さ
れ
た
九
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

八
年
以
後
、
十
世
紀
来
・
の
威
立
と
見
る
。
即
ち
ゲ
ー
ツ
は
プ
ラ
ー
ヴ

グ
ー
は
ク
リ
ス
ト
万
歳
來
髄
の
も
の
で
あ
り
、
從
っ
て
ス
ラ
ヴ
の
古

い
慣
智
法
が
現
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
反
し
て
ク
リ
訊
ウ

チ
皿
フ
ス
キ
イ
は
ク
リ
ス
ト
教
の
影
響
下
に
威
下
し
友
も
の
と
し

て
、
ビ
ザ
ン
ツ
と
の
關
係
を
重
親
す
る
。
二
人
の
間
に
は
年
代
の
上

か
ら
一
世
紀
以
上
の
開
き
が
あ
り
、
そ
れ
が
ク
初
ス
ト
教
傳
來
以
繭

　
　
　
　
　
　
賊
取
由
欝
の
ル
董
ス
カ
ヤ
●
ブ
ラ
ー
ヅ
ダ
　
（
河
村
）

か
以
後
か
の
問
題
と
か
ら
み
合
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
我
々
は
先

ず
そ
の
内
客
を
ナ
分
に
検
討
す
る
こ
と
か
ら
徽
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
血
の
ふ
く
し
ゅ
う
は
果
し
て
九
、
汁
世
紀
の
ロ
シ
ア
に
行
わ
れ
て
・

い
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
そ
の
頃
ま
だ
各
所
で
噺
績
的
に
行
わ
れ

’
た
氏
族
制
度
の
名
残
り
で
あ
っ
旋
。
勿
論
墨
入
に
点
す
る
殺
人
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

う
純
粋
な
形
で
な
く
賠
償
を
主
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一

　
ふ
く
し
ゅ
う
す
る
者
が
い
な
い
時
は
殺
さ
れ
た
看
へ
の
代
償
と
し

て
（
鑓
σ
q
＾
）
剛
っ
毎
）
四
十
グ
リ
ー
ヴ
ナ
（
蘇
◎
槻
謀
く
（
勇
）
を
養
う
Q

　
説
明

　
ふ
く
し
ゅ
う
す
る
者
が
い
な
い
時
と
は
ふ
く
し
ゅ
う
す
る
意
志
が

な
い
か
、
被
害
者
側
に
男
子
が
い
な
い
か
あ
っ
て
も
身
騰
が
幼
弱
の

た
め
に
ふ
く
し
ゅ
う
の
意
志
は
あ
る
が
不
可
能
な
準
準
の
い
す
れ
か

を
指
し
て
い
る
。

　
捨
鞭
賠
償
金
四
〇
グ
サ
ー
ヴ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
流
セ

（2：掬）



　
　
　
　
　
　
最
宵
の
ル
馨
ス
カ
ヤ
・
プ
ラ
ー
が
ダ
（
海
村
）

　
四
〇
グ
リ
ー
ヴ
ナ
は
侯
に
沸
う
刑
翻
と
し
て
の
澗
金
で
あ
る
と
見

る
者
に
ラ
ン
ゲ
・
ヴ
ェ
ド
ロ
フ
つ
♂
飾
ぎ
督
）
等
が
あ
る
。
ゲ
ー
ツ
は
個

人
の
私
的
賠
償
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
例
を
繰
り
か
え
し
て
い

る
闇
に
國
民
的
慣
習
法
が
生
れ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
の
四
〇
グ
リ
ー
ヴ

ナ
は
國
家
威
立
以
前
の
刑
舗
へ
の
一
歩
手
前
に
あ
る
慣
蟹
に
よ
る
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

的
賠
償
で
あ
る
と
考
え
る
Q

　
血
の
ふ
く
し
ゅ
う
の
史
的
獲
展
の
順
序
を
あ
ら
ま
し
記
ナ
と
、

私
的
賠
償

　
8
　
．
死
に
は
死
を
。

　
ω
　
死
に
は
種
々
な
物
を
も
つ
て
償
う
。

　
㊨
　
死
に
は
一
定
の
物
を
も
つ
て
償
・
っ
。

　
㈱
　
死
に
は
、
一
定
の
貨
幣
を
も
つ
て
償
う
。

闘
家
の
成
立
と
共
に

　
顧
　
死
に
は
一
定
の
物
尽
は
一
定
の
貨
幣
が
潤
罰
と
し
て
課
せ
ら

　
　
　
れ
る
。

も
し
婦
定
の
貨
幣
四
〇
グ
リ
ー
ヴ
ナ
の
支
帯
を
　
四
の
褒
展
段
階
と
見

る
な
ら
ば
、
先
に
ふ
れ
た
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
ー
の
成
立
年
代
決
定
に
大
き

な
示
唆
を
服
ハ
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
一
定
の
幽
只
幣
四
〇
グ
リ
；
ヴ
ナ
の
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鉱
八

沸
は
、
そ
の
濫
悪
に
出
合
幣
が
軍
に
存
饗
す
る
と
い
う
こ
と
ぽ
か
り
で

な
く
、
貨
幣
が
流
乱
し
て
い
る
こ
と
を
箭
慨
す
る
。

　
グ
リ
ー
ヴ
ナ
（
讐
プ
・
彰
♂
）

こ
の
言
葉
は
純
粋
な
ス
ラ
ヴ
語
で
古
く
は
金
銀
の
首
か
ざ
り
で
あ
っ

た
が
後
に
は
金
銀
主
と
し
て
細
長
い
銀
の
重
量
を
表
わ
す
軍
糧
と
な

っ
た
。
グ
リ
ー
ヴ
ナ
竺
パ
ウ
ン
ド
の
こ
と
で
あ
る
・
ギ
れ
が
更

に
韓
じ
て
貨
櫓
軍
位
と
な
り
、
一
グ
リ
ー
ヴ
ナ
は
一
パ
ウ
ン
、
ド
の
銀

貨
と
い
う
意
味
か
ら
通
常
貨
徹
…
の
便
値
を
表
示
す
る
基
本
㎜
単
位
と
な

っ
た
。
我
が
國
の
圓
と
阿
様
で
あ
る
。
グ
リ
…
ヴ
ナ
は
十
四
八
四
ま

で
通
用
し
そ
れ
か
ら
は
ル
ー
ブ
リ
に
代
っ
た
。
序
に
ヂ
ィ
エ
ニ
ギ

　
（
衛
．
窪
唯
）
は
モ
ー
コ
の
影
響
を
う
け
て
十
三
世
紀
以
後
使
用
さ

れ
な
。
グ
リ
ー
ヴ
ナ
に
は
＝
丸
心
類
議
の
る
冷
グ
リ
ー
ヴ
ナ
・
ク
ク
ン

（
α
守
同
．
ン
・
彰
互
づ
）
銀
グ
リ
！
ヴ
ナ
　
（
難
．
フ
響
ρ
の
2
。
o
ぴ
霞
）
　
と
金
グ
リ

ー
ヴ
ナ
（
σ
。
．
ビ
ぎ
多
N
鼻
、
妻
）
で
あ
る
。
そ
の
比
贋
は

　
一
銀
グ
リ
ー
ヴ
ナ
H
四
グ
リ
ー
ヴ
ナ
・
ク
ゥ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
一
難
グ
リ
ー
ヴ
ナ
ー
1
五
〇
グ
リ
ー
ヴ
ナ
・
ク
ゥ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
グ
リ
璽
ヴ
ナ
の
貨
倣
…
償
値
に
は
歴
史
的
な
黒
化
が
あ
る
。

（　：）30　）



グ
リ
ー
ヴ
ナ
の
歴
史
的
攣
迂
。

／
世
紀

煎
種
／

貨
幣
　
、
／

躍
位
　
、
／

グ
リ
ー
ヅ
ナ

ノ
ガ
ー
タ

換
　
　
算

X！‘．）」O

換ル陵ク換レ
　　l　l　．1　1　　。　　ナ　　　　　　　　　ザ　フ
困り　算l　x［　＝

r＞o

．
、
電
鍵
と
し
…

話
撫
聖

　：’i

己
　し｛＞

1やし｛）

不

刈⇔i明

－
．
…
3

M
皿
の
は
じ
め

↓
⊥

不
　
　
明

不
　
　
朋

ge

XII

一Xll［1

1‘20r）o

（（・e）

，se

伽
　　　　x

2洋

ρ
D

　
　ユ

2

も

32ウ
外

　
　1

．
　
4
　
．

ω
プ
翼
ゾ
ロ
フ
ス
キ
イ
（
鰍
、
μ
・
o
N
o
胃
。
丞
ζ
固
）
ゲ
ー
ツ
の
読

ω
　
ク
リ
払
ウ
チ
エ
フ
ス
キ
イ
の
．
説
。

　
こ
の
四
〇
グ
リ
ー
ヴ
ナ
は
誰
に
支
佛
わ
れ
た
か
。
木
・
文
に
け
明
評

し
て
な
い
が
、
ア
・
プ
レ
ス
ニ
ヤ
ー
』
フ
（
費
淳
霧
蕊
葬
。
く
）
は
、

　
　
　
　
　
　
け
取
瀧
n
の
ル
ー
ス
カ
ヤ
・
プ
ラ
！
ザ
〆
（
弼
n
村
）

侯
に
支
沸
わ
れ
る
も
の
ど
解
読
し
、
ゲ
ー
ツ
と
エ
ー
ウ
エ
ル
ス
（
擁
シ
く

2
．
z
）
は
被
害
者
の
親
族
叉
は
被
害
者
の
戸
主
に
携
わ
れ
る
と
見
る
。

十
三
世
紀
末
の
ク
ロ
ア
ー
ト
の
血
の
ふ
く
し
ゅ
う
の
賠
償
金
分
配
の

方
法
に
從
え
ぱ
、
二
〇
グ
リ
ー
ザ
ナ
は
被
害
者
の
子
供
達
に
、
残
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
二
〇
グ
リ
ー
ヴ
ナ
は
そ
の
親
族
に
沸
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

繍

　
ル
ウ
シ
ン
（
同
．
＝
こ
G
一
鵠
）
叉
は
年
・
少
親
兵
（
喰
．
峯
ゴ
、
）
叉
は
商
人
（
犀
亭

剛》

ｦ
○
）
父
は
ヤ
ベ
ト
ニ
ク
（
芝
）
魯
葬
）
叉
は
侯
の
工
期
宮
．
（
竃
o
O
｝
戸
”
－

”
げ
斧
）
叉
は
イ
ズ
ゴ
イ
（
闘
謎
っ
剛
）
叉
は
ス
ロ
ヴ
瓜
ニ
ン
（
為
＾
ゴ
，
2
一
団
膨
）

で
あ
れ
ば
そ
れ
に
蜀
し
て
四
〇
グ
リ
ー
ヴ
ナ
を
課
す
る
。

　
説
明

ル
ウ
シ
ン
は
ル
ウ
シ
（
自
己
靴
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
翌
日
に
は
歴

史
的
な
意
映
甲
と
猷
四
｛
谷
の
纐
｛
化
と
い
籏
大
が
あ
る
。
麓
一
一
は
、
．
ノ
ル
マ
ン

の
種
族
名
、
第
二
は
キ
ー
エ
フ
ロ
シ
ァ
の
支
配
階
級
第
三
は
キ
ー
エ

フ
を
巾
心
と
す
る
南
方
ロ
シ
ア
の
地
理
的
名
子
、
第
五
は
、
土
地
と

入
畏
を
統
一
的
、
政
治
的
に
表
現
す
る
キ
ー
エ
フ
園
蒙
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
櫨
九

（23玉）



　
　
　
　
ぷ

最
轡
…
の
ル
ー
ス
カ
ヤ
。
プ
ラ
・
塞
が
ダ
（
河
村
）

時
代
意

馳
．

諏氏
IN．　一lll：X

味

事

例

樫
族
名

．
支
聯
階
級
．

X，∴XI世紀

の地すをキ
住回る巾1
毘と一心工
’そ竃とフ

（ると一
書こへ海
初ξ赴の
年をい彼
代引た方
記しiの

　、禺iヴ
入で三ア
六’入り

ごルのヤ
年i兄1
）シ弟グ
（｛｛，〉全が人

　鄭おの
　をのも
　ひれと
　きのへ
｝議£

iてと1
｝　二共シ

i　iにの
l　L來も

　
「
ラ
ヂ
ミ
チ
族
は
リ
ヤ
フ
人
の
一
族
か
ら
鍔
た
も
の
で
、
そ

．
こ
に
來
っ
て
屠
を
早
め
、
ル
ー
シ
に
貢
物
を
納
め
、
引
導
ま

で
弗
何
馬
庸
†
を
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
原
初
年
代
記
、
九
八
四
年
）

X．T，　N．Il’

世　　紀

爾統の土
秀く一政地

　膿巨人
　、的民

　
「
ド
ナ
ウ
の
ペ
レ
ヤ
ス
ラ
ヴ
エ
ツ
に
住
“
乏
く
川
心
う
、
彼
婬
は

我
が
土
地
の
巾
心
で
あ
り
、
彼
慮
へ
あ
ら
，
ゆ
る
財
物
が
集
っ

て
爽
丁
る
ー
ー
ギ
リ
シ
や
人
の
も
と
か
ら
は
絹
備
織
物
、
黄
金
、

酒…

y
び
鎌
恢
々
な
果
實
が
：
：
：
ル
ー
シ
の
も
」
」
か
ら
は
跡
晒
皮
、

蝋
盟
七
皮
及
び
奴
灘
が
」
　
　
（
原
初
加
十
代
記
、
　
九
山
隅
一
ハ
年
）
　
　
・

　
「
し
か
し
．
酒
に
つ
い
て
は
彼
は
云
っ
た
、
　
『
ル
ー
シ
の
樂
し

み
は
歓
む
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
な
し
に
ぱ
生
き
る
こ
と
が
幽

．
來
ぬ
O
』
　
（
原
翻
W
起
丁
代
…
磁
、
　
ゐ
ん
嶋
へ
山
一
年
）

　
「
我
は
弟
よ
汝
と
イ
ジ
ジ
ヤ
ス
ラ
フ
と
に
、
汝
等
二
人
に
何

度
も
言
っ
た
一
－
i
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
血
を
流
す
な
ル
ー
シ
の

地
を
滅
ぼ
す
な
、
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
キ
ー
ラ
年
代
記
、
＝
薫
一
年
）

㊨
　
除
村
吉
太
郎
、
ロ
シ
ア
年
代
記
。

こ
こ
で
は
支
配
階
級
と
し
て
の
ル
ゥ
シ
即
ち
侯
を
除
く
侯
の
從
者
全

髄
を
指
し
て
い
る
。
土
薔
貴
族
も
亦
侯
と
融
合
し
て
支
配
階
級
を
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

成
し
ル
ウ
シ
と
よ
ば
れ
る
。

　
年
少
親
兵
、
侯
の
部
下
の
申
最
も
大
切
な
も
の
は
ド
ル
ゥ
ジ
イ
ナ

六
〇

（
〔
ず
戸
寒
讐
乞
と
よ
ぼ
れ
る
親
兵
で
あ
．
る
。
親
兵
は
膏
月
雪
（
｝
）
ε
鎗
．
）

叉
は
侯
の
臣
（
ぎ
噺
酔
籠
三
｝
、
N
）
と
よ
ば
れ
る
上
級
親
兵
と
グ
リ
イ
デ

　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
、

イ
ン
、
オ
ー
ト
ロ
ク
（
。
ぎ
δ
デ
ィ
エ
ト
ス
キ
イ
（
象
霧
護
）
パ
ー

ス
イ
ノ
ク
（
蒙
誓
三
＾
）
等
と
よ
ば
れ
る
下
級
親
兵
の
こ
つ
の
群
に

分
れ
る
。
グ
リ
イ
ヂ
ィ
ン
は
古
代
ゲ
ル
マ
ン
語
の
嘆
峯
”
巨
峯
7
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ら
韓
化
し
友
も
の
で
あ
る
。

年
代
記
に
よ
る
と
彼
等
下
級
年
少
親
兵
は
、

　
0
侯
、
侯
σ
司
令
宮
、
貴
族
に
腸
し
（
原
初
年
代
記
九
四
五
年
、

キ
ー
エ
フ
日
曝
代
記
一
一
八
五
年
）

　
ω
臓
争
に
は
多
く
徒
歩
で
参
無
し
、
勇
敢
に
戦
っ
た
、
　
（
キ
ー
エ

フ
島
月
代
記
一
一
噂
八
五
勘
牛
）

　
国
侯
、
貴
族
の
身
蓬
に
從
っ
て
護
衛
、
給
仕
、
・
等
の
小
姓
役
を
勤

め
潅
。
　
（
原
初
年
代
記
九
副
五
年
九
七
一
年
）

　
圓
侯
の
宮
廷
入
轟
、
婚
姻
等
に
翻
し
て
使
者
と
な
9
（
原
初
年
代

記
九
八
○
年
）

　
圃
徴
税
吏
の
武
力
保
護
者
と
な
つ
旋
。
　
（
原
初
年
代
記
一
〇
七
一

趣
T
、
　
一
〇
九
轟
ハ
年
）

　
因
罪
入
の
看
丁
守
と
な
っ
た
。
　
（
原
初
年
代
記
一
〇
九
七
年
）

（1　L）：｝2　）



　
㈲
キ
ー
エ
フ
の
侯
ヤ
ロ
ボ
ル
ク
は
、
ポ
ロ
ヴ
、
エ
ツ
ツ
入
が
配
管
し

潅
時
、
自
分
に
は
八
○
○
人
の
年
少
親
兵
が
あ
る
と
誇
ら
か
に
語
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
　
（
原
初
年
代
詑
一
〇
九
七
年
）
彼
等
は
軍
の
中
堅

を
欝
し
、
侯
は
多
数
の
年
少
親
兵
を
か
か
え
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ

れ
る
。

「
商
．
入

こ
れ
は
庭
内
の
商
人
で
、
外
幽
の
商
人
を
含
ん
で
い
な
い
。

　
ヤ
ベ
レ
ニ
ク
引
　
　
　
・

疑
問
の
こ
と
ば
で
色
々
な
解
繹
が
あ
る
。
こ
の
…
士
卒
は
ノ
ヴ
ゴ
臓
ド

年
代
記
ご
コ
八
年
に
あ
る
の
み
。
カ
ラ
ム
ジ
ン
は
サ
｝
ろ
9
貯
は

一【

帥
ﾂ
箋
彰
（
叉
は
テ
ゴ
ウ
ン
）
の
思
し
あ
や
ま
り
で
あ
る
と
し
、

ゲ
ー
ツ
も
そ
の
説
に
近
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
に
蜘
草
す
る
プ
ラ
ー
ヴ

グ
三
に
は
テ
ィ
ウ
ン
と
書
か
れ
て
い
る
。
意
味
の
上
か
ら
も
一
番
恒

等
と
思
わ
れ
る
。
の
み
な
ら
す
カ
ラ
ム
ジ
ン
が
主
張
す
る
よ
う
に
、

ご
離
剛
）
c
を
写
剛
と
に
、
簿
些
を
僅
三
π
と
設
記
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。

今
し
ば
ら
く
エ
ー
ウ
ェ
ル
9
ス
に
從
っ
て
、
グ
リ
ィ
デ
イ
ン
は
侯
の
軍

人
を
代
表
し
ヤ
ベ
ト
ニ
ク
は
侯
の
文
墨
を
代
表
す
る
も
の
と
解
．
し
て

　
⑭

お
く
、

　
　
　
　
　
　
最
古
の
ル
ー
ス
．
カ
ヤ
・
プ
ラ
ー
ヴ
ポ
（
海
村
）

　
侯
の
裁
判
官

刀
（
影
O
（
ゆ
ゴ
）
を
も
っ
て
い
る
人
と
い
う
意
昧
で
あ
る
が
侯
の
裁
判

宮
は
そ
の
し
る
し
と
し
て
刀
を
も
つ
て
い
た
の
で
こ
の
名
が
至
る
。

（
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
筒
℃
鞍
酬
臼
り
置
目
ρ
疑
さ
）

　
外
國
入

こ
れ
も
問
題
の
め
る
こ
と
ば
で
、
こ
こ
で
は
外
國
人
と
繹
し
た
。
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

ル
ゲ
エ
エ
ヴ
イ
チ
（
コ
な
一
ノ
一
．
聴
3
序
論
酬
）
ム
ロ
チ
ェ
ー
ク
。
ド
ー
■
ー
ズ
ド

フ
ス
キ
イ
八
ン
夙
同
．
つ
｛
並
5
剛
一
ご
．
つ
§
寄
二
・
乙
鼠
夙
）
．
フ
レ
ス
ユ
ヤ
ー
コ
フ
（
一
》
四
．
－

ハ
勇
＝
繁
二
（
O
〈
）
エ
ゥ
エ
ル
ス
、
　
マ
イ
ベ
フ
ト
（
ソ
夢
一
戸
入
節
）
ス
レ
ズ
・
不

フ
ス
キ
イ
（
幹
。
§
o
丞
回
島
）
の
説
を
と
り
’
豪
と
め
て
要
約
す
る
と
、

　
e
何
ら
か
の
理
由
で
も
と
の
身
分
を
失
．
い
、
ま
だ
新
ら
し
い
身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

を
獲
得
せ
す
、
完
全
な
自
由
人
で
は
な
い
が
法
律
上
完
壼
な
自
由
入

と
見
な
さ
れ
、
通
常
、
教
倉
立
法
の
下
に
立
ち
教
會
の
保
護
を
う
け

て
馬
身
に
從
腸
す
る
す
べ
て
の
人
々
。
そ
れ
に
は
以
ぎ
の
入
々
が
含

ま
れ
る
。
一
等
盲
の
僧
侶
の
子
、
二
解
放
さ
れ
た
奴
隷
、
三
負
偵
あ

る
商
人
四
孤
児
に
な
っ
た
侯
。

　
⇔
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
に
隣
…
接
す
る
リ
ヴ
ラ
ン
ド
の
住
民
。

　
薗
一
般
外
國
入
の
纏
穣
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
点
£

（2ぎ粉



　
　
　
　
　
　
　
最
古
の
ル
ー
ス
カ
ヤ
・
プ
ラ
ー
げ
4
（
河
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
麟

　
　
㈱
．
荷
馬
車
、
郵
便
馬
車
の
駅
者
。

　
　
ス
脚
ヴ
皿
ニ
ン

ス
ラ
ヴ
民
族
の
こ
と
で
あ
る
が
、
九
世
紀
か
ら
．
十
一
世
紀
の
三
脚
ま

で
は
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
人
を
特
に
ス
ロ
ヴ
皿
…
ン
£
c
イ
三
｝
）
と
い
っ

た
。
年
代
記
で
は
ス
ラ
ヴ
族
盃
部
を
現
わ
す
に
も
ス
ロ
ヴ
ェ
ー
ン
を

使
用
し
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
入
を
も
ス
ロ
ヴ
皿
ー
ン
と
よ
び
…
…
重
の
使
い
分

け
を
し
て
い
る
。
年
代
記
に
よ
る
と
．
八
六
二
年
ル
ウ
シ
が
來
る
ま
で

は
ス
ロ
ヴ
叢
」
ン
族
の
名
の
下
に
七
種
族
が
生
活
し
て
い
た
．
．
そ
ニ

　
ヘ
ル
・
ワ
シ
が
｛
規
わ
れ
、
そ
れ
以
一
身
十
一
世
紀
軍
献
酬
†
の
一
〇
三
〇
伽
牛
ま

で
は
ス
ロ
ヴ
皿
ー
ン
と
ル
ウ
シ
の
名
が
併
記
さ
れ
る
．
．
し
か
し
こ
の

・
一
〇
ご
…
○
年
を
も
つ
て
ス
ロ
ヴ
ェ
ー
ン
の
名
は
年
代
記
か
ら
姿
を
沿
…

し
て
、
す
べ
て
ウ
ル
シ
の
名
に
統
一
さ
れ
る
．
．
ス
、
皿
ヴ
ェ
ー
ン
m
馬
鞭

時
代
か
ら
ス
ロ
ヴ
ェ
！
ン
、
　
ル
・
ワ
シ
併
｛
栴
時
代
申
蛋
経
て
ル
ゥ
シ
㎜
塁
稀

時
代
へ
移
る
の
で
あ
る
．
、
こ
こ
で
は
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
人
從
っ
て
一
般
外

國
商
人
の
意
味
に
解
し
た
い
。

　
列
記
さ
れ
疫
人
々
を
次
の
三
群
に
類
別
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
－
　
支
配
階
級

　
e
　
ル
ウ
シ

六
二

　
⇔
年
少
親
兵

　
齢
　
　
ヤ
ベ
ト
ニ
ク
．

　
鱒
侯
の
戴
判
官

　
　
∬
　
商
　
入

　
　
餌
　
ス
ロ
ヴ
ェ
ー
ン

プ
ラ
ー
ヴ
ダ
ー
の
一
と
二
で
は
、
与
国
は
豪
だ
階
級
に
分
れ
て
い
な

か
つ
な
。
そ
れ
は
「
歯
入
の
男
子
が
男
子
を
殺
す
」
こ
と
の
規
定
で

あ
9
1
．
、
そ
の
賠
償
は
奪
回
葉
勘
ゐ
分
の
画
別
な
く
す
べ
て
「
四
〇
グ
リ
；

ヴ
ナ
を
宣
え
」
ば
よ
か
つ
允
。
と
こ
ろ
が
プ
ラ
；
ヴ
ダ
エ
の
三
で
は
前

記
三
群
の
人
々
に
細
し
四
〇
グ
リ
ー
ヴ
ナ
の
罰
金
が
課
せ
ら
れ
る
。

避
會
は
侯
に
駕
す
る
支
醗
者
暦
と
内
外
の
商
人
及
び
こ
こ
に
あ
げ
ら

れ
て
い
な
い
、
よ
り
低
い
も
の
と
し
て
の
一
．
般
農
民
と
奴
隷
の
四
階

級
に
分
れ
た
。
隅
家
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
．
そ
れ
故
一
と
二
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

＝　

謔
閨
D
も
古
く
、
三
は
後
か
ら
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
樹
商

入
が
弧
く
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
．
．

四
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血
が
出
て
い
る
（
す
＾
メ
・
多
ご
か
、
か
き
破
ら
れ
て
沓
ぐ
な
っ
て

（
普
μ
、
）
い
る
な
ら
ぼ
、
忍
人
を
（
訟
象
ぎ
）
さ
が
さ
な
く
て
よ
い
。

五

　
身
髄
に
な
ん
の
し
る
し
も
な
く
、
設
人
を
出
そ
う
に
も
繊
せ
な
い

蒔
は
、
講
件
は
そ
れ
で
終
る
。

の
揚
合
は
い
つ
で
も
ふ
く
し
ゅ
う
で
き
た
。
（
プ
ラ
ー
ヴ
グ
皿
八
八
）
，

こ
の
節
は
、
殺
入
の
外
に
傷
害
に
冷
し
て
も
ふ
く
し
ゆ
う
す
る
例
で

あ
．
る
。

　
三
グ
リ
…
ヴ
ナ
は
侯
に
彿
う
照
…
金
で
な
く
て
、
私
的
な
損
害
賠
償

と
し
て
（
養
。
ご
銘
¢
）
加
害
者
が
被
害
者
へ
擁
う
の
で
あ
る
。

七

．1．

ts

肉
分
で
ふ
く
し
ゅ
う
で
き
な
い
時
は
賠
償
と
し
て
三
グ
リ
！
ヴ
ナ
と

治
療
費
を
（
蓼
｝
㌦
エ
三
§
鼠
島
一
⇔
、
N
胤
ぎ
）
と
る
。

　
設
　
明

肉
分
で
ふ
く
し
ゅ
う
で
き
な
い
時
と
は
、
力
が
弱
く
て
ふ
く
し
ゅ
う

で
き
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
棚
手
に
打
た
れ
て
氣
絶
し
た
り
、
負

傷
し
た
り
、
租
手
が
そ
の
場
か
ら
逃
走
し
て
ふ
く
し
ゅ
う
で
き
な
い

こ
と
も
あ
ろ
う
。
ふ
く
し
ゅ
う
は
犯
罪
の
現
揚
だ
け
で
許
さ
れ
た
の

で
、
後
矯
加
碧
者
を
嚢
見
し
旋
時
は
損
害
賠
償
を
と
る
。
た
だ
奴
隷

　
　
　
　
　
　
縞
坂
鞭
“
の
ル
…
ス
カ
ヤ
・
プ
ラ
ー
ぴ
ダ
（
薄
村
）

苔
（
ぴ
魯
）
α
・
．
。
毎
）
棒
（
§
・
臼
．
甘
）
李
手
（
三
諺
け
．
甘
）
杯
（
｝
蕊
ぎ
甘
）

角
製
の
い
れ
も
の
（
剛
5
艦
つ
彰
）
父
は
刀
の
ひ
ら
鴫
、
（
夢
、
】
o
ヨ
ご
コ
）
う

つ
も
の
は
、
十
二
グ
リ
ー
ヴ
ナ
を
。
犯
人
を
捕
え
な
け
れ
ば
、
犯
人

は
被
筈
者
に
支
纏
い
、
そ
れ
で
事
件
は
終
る
。

　
読
明

．
犯
人
を
捕
え
な
け
れ
ば
、
犯
入
は
被
害
者
に
支
梯
う
と
い
う
の
は
、

犯
入
を
現
揚
で
捕
え
す
、
後
日
犯
人
を
焚
思
し
て
捕
え
た
時
に
は
、

と
の
意
味
で
あ
る
。

八

六
三

C．　2’3b’　）



　
　
　
　
　
　
目
坂
漁
η
の
ル
ー
ス
カ
ヤ
。
プ
ラ
イ
が
ダ
（
河
鳳
斜
）

ぬ
か
な
い
刀
（
ご
戸
亀
戸
。
ξ
師
＝
ξ
’
買
い
6
爵
）
又
は
、
刀
の
つ
か
で
（
冠

巴
3
篇
暮
言
）
う
つ
時
は
賠
償
と
し
て
十
ニ
グ
リ
ー
ヴ
ナ
。

九

手
を
う
っ
て
そ
の
手
が
．
と
れ
る
（
豊
属
琴
叱
）
か
、
叉
は
乎
が
や
せ

お
と
ろ
え
る
（
鳶
仏
呂
剛
ぢ
唆
）
時
は
四
十
グ
リ
；
ヴ
ナ
。
、

　
設
明

乎
が
や
せ
お
と
ろ
え
る
と
は
、
乎
が
故
障
の
た
め
に
使
用
不
能
に
な

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
手
の
傷
害
に
甥
し
て
は
殺
入
賠
償
と
同
額
の
四

十
グ
リ
ー
ヴ
ナ
を
支
鍵
う
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
。
ふ
く
し
ゅ
う
、
防

衛
、
生
産
に
は
何
よ
り
も
乎
が
大
切
で
あ
る
。
手
▼
幡
生
命
に
つ
ぐ
も

の
と
し
て
、
’
こ
の
よ
う
な
最
高
の
購
償
を
規
定
し
た
も
の
と
恩
う
。

こ
の
四
十
グ
リ
！
ヴ
ナ
は
被
霧
者
へ
掻
樽
階
償
と
し
て
佛
わ
れ
る
と

一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
が
、
ロ
ジ
コ
フ
（
涛
｛
く
回
（
3
，
）
は
侯
へ
の
罰
金

　
　
　
　
　
　
　
，
＠

と
し
て
納
め
る
と
見
る
。
殺
人
賠
償
を
除
け
ば
乎
に
評
す
る
四
十
グ

リ
ー
ヴ
ナ
の
賠
償
は
歪
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
を
通
じ
て
最
高
の
額
で
あ
る
。

螺
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

爾
脚
が
完
全
に
そ
ろ
っ
て
（
峯
｝
養
二
仏
鉾
）
い
て
も
、
ち
ん
ば
に
な

る
時
は
、
息
子
が
加
害
者
を
こ
ら
し
め
る
（
・
。
網
言
、
㎞
亀
）

　
説
明

加
害
者
を
こ
ら
し
め
る
と
は
、
死
ぬ
ほ
ど
ひ
ど
く
こ
ら
し
め
る
の

で
、
聲
ρ
凶
こ
暮
”
に
は
打
殺
す
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
死
ん
で
も
よ

い
と
の
前
提
で
思
い
き
り
こ
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
血
の
ふ
ぐ
し

ゆ
う
の
例
で
あ
る
。

剛
【

　
ど
の
指
で
も
う
て
ば
賠
償
三
グ
リ
ー
ヴ
ナ
、
し
か
し
口
ひ
げ
に
は

（
鐸
岬
宏
ε
十
一
一
グ
リ
ー
ヴ
ナ
、
あ
ご
ひ
げ
に
は
（
〈
ご
つ
ビ
へ
並
9
）
十
ニ

グ
リ
ー
ヴ
ナ
。

　
説
明

、
肖
ひ
げ
に
は
十
ニ
グ
リ
；
ヴ
ナ
と
は
、
日
ひ
げ
を
そ
9
落
す
者
に
は

十
∴
…
グ
リ
ー
ヴ
ナ
の
賠
償
を
要
求
す
’
る
し
」
い
う
い
み
で
あ
る
。
　
（
プ

ラ
ー
ヴ
ダ
運
＋
一
）
’
こ
の
飾
は
物
質
的
損
害
賠
償
よ
り
も
男
子
に
甥

す
る
名
懇
を
き
ず
つ
け
た
者
に
勤
す
る
賠
償
規
定
で
あ
る
。
し
か
も
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そ
れ
に
つ
い
て
は
手
の
傷
．
害
に
つ
ぐ
高
額
の
賠
償
を
要
求
し
て
い
る

事
賢
は
、
法
及
び
鮭
・
曾
の
進
歩
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

旧
藩

＝
一

刀
を
ぬ
い
、
て
も
う
た
な
け
れ
ば
、
　
一
グ
リ
ー
ヴ
ナ
を
沸
う
。

＝
旧
例

男
子
が
男
子
と
こ
ち
ら
の
方
か
ら
、
又
は
向
う
の
方
か
ら
つ
曳
・
』
あ

変
る
（
戸
・
ぎ
霧
、
）
時
は
、
三
グ
リ
ー
ヴ
ナ
。
し
か
し
二
人
の
澄
人
を

　
（
〆
謡
轟
（
晶
《
多
糖
♂
・
夢
）
つ
れ
て
く
る
。

　
説
明

衝
突
に
外
す
る
規
定
で
あ
る
が
四
飾
で
は
澄
入
は
一
人
で
ナ
ん
だ
の

に
、
　
一
三
蔀
で
は
　
…
入
の
澄
入
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
は
教
書
裁
判

手
習
の
影
響
を
う
け
た
結
果
で
あ
る
。
從
っ
て
こ
の
節
は
後
か
ら
加

え
ら
れ
旋
も
の
で
、
内
容
上
ク
リ
ス
ト
教
傳
來
以
後
の
も
の
で
あ
ろ

．
う
。

　
　
　
　
　
　
　
最
古
の
ル
ー
ス
カ
ヤ
。
プ
ラ
ガ
が
ダ
（
河
村
）

ヴ
ア
サ
ヤ
ー
ク
（
歪
こ
薦
）
又
は
コ
ル
ビ
ヤ
ー
ク
（
ぎ
H
三
薦
）
で
あ

れ
ば
誓
を
（
叢
一
一
5
愛
一
）
す
る
。

　
説
明

七
世
紀
こ
ろ
か
ら
全
ヨ
ォ
ロ
…
ッ
パ
の
み
な
ら
す
ア
メ
リ
カ
に
ま
で

達
し
た
と
い
わ
れ
る
ス
ヵ
ン
デ
ィ
ネ
イ
ヴ
イ
ア
人
、
デ
ン
マ
ー
ク
人

等
の
海
賊
的
侵
略
蓮
動
の
一
波
は
1
2
シ
ア
に
及
び
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
・
キ

ー
エ
7
、
黒
海
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ギ
ノ
オ
プ
ル
を
つ
な
ぐ
い
わ
ゆ
「
る

「
ヴ
ァ
リ
ヤ
ー
ク
か
ら
ギ
リ
シ
ア
へ
の
遺
」
を
通
じ
て
バ
ル
ト
海
滑
岸

の
ゴ
ー
ト
人
、
　
ス
ヵ
ン
ヂ
イ
ネ
イ
ヴ
イ
ア
人
が
商
業
と
略
奪
を
か
ね

た
武
装
商
人
（
♂
，
＾
》
2
．
曇
。
琵
憂
夙
】
自
ぞ
。
常
）
と
な
り
盛
ん
に
ロ
シ
ア
内

地
に
侵
入
し
だ
。
そ
し
て
彼
等
の
一
種
族
ル
ゥ
シ
の
族
長
リ
ユ
リ
ク

（
男
．
冒
．
芽
）
は
八
六
二
年
ノ
ヴ
ゴ
ー
2
ド
に
足
場
を
築
い
た
の
も
こ
の

蓮
動
の
結
果
で
あ
っ
浸
。
彼
等
は
ツ
ア
リ
グ
ラ
ー
ド
（
釜
鎗
．
、
σ
q
一
．
乙
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
守
備
…
兵
に
傭
わ
れ
バ
ラ
ゴ
イ
（
切
藁
節
σ
q
磯
。
一
）
と
よ
ぼ
れ
た
。
そ
れ

を
ロ
シ
ア
人
は
ヴ
ア
リ
ヤ
；
ク
と
い
つ
変
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穴
五
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最
古
の
ル
i
λ
カ
ヤ
。
プ
ラ
ー
が
〆
（
河
村
）

　
ノ
ヴ
ゴ
や
ド
に
は
商
業
に
從
事
す
る
多
数
の
ヴ
ア
リ
ヤ
ー
ク
が
屑

　
　
　
　
⑭

住
し
て
い
た
。
彼
等
は
必
要
に
慮
じ
て
覆
ち
に
實
装
し
て
略
奪
す
る

こ
と
を
静
ん
だ
。
ル
ウ
シ
は
破
・
韓
に
リ
ュ
リ
ク
以
前
か
ら
征
服
さ
れ

　
　
　
　
　
　
⑳

貢
を
澱
め
て
い
た
。
オ
レ
ー
グ
は
挙
和
確
保
の
暗
め
に
徳
年
｝
二
百
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

サ
、
ト
ヴ
ナ
を
ノ
ヴ
ゴ
；
ロ
ド
の
ヴ
ア
リ
ヤ
ー
ク
に
献
じ
た
。
侯
の
政

治
的
地
位
が
漸
く
確
立
す
る
に
つ
れ
て
彼
等
は
侯
の
傭
…
兵
と
な
っ
て

内
蓋
外
征
に
從
軍
し
疫
。
破
瓜
の
中
「
善
良
で
、
智
慮
に
窪
み
冠
つ

勇
敢
な
…
戦
士
達
」
は
選
ば
れ
て
侯
の
親
兵
と
な
9
町
を
意
え
ら
れ

⑳
た
。
彼
等
は
「
海
の
彼
山
力
」
（
§
踵
諌
籠
影
2
．
窟
）
の
ヴ
ァ
リ
ヤ
ー
ク
と
通

辮
さ
れ
、
内
翻
剛
に
敗
れ
た
侯
の
最
後
の
根
捺
地
で
あ
っ
た
。
ヴ
ァ
リ

ヤ
ー
ク
の
傭
兵
に
よ
っ
て
勝
利
を
得
た
侯
の
例
は
多
い
。

　
ヤ
ロ
ス
ラ
フ
は
「
家
兄
か
ら
四
ク
ー
ナ
、
長
老
か
ら
は
十
グ
リ
ー

ヴ
ナ
す
つ
、
ま
た
嵐
貝
族
か
ら
は
十
八
グ
リ
ー
ヴ
ナ
す
つ
の
金
を
集
め

始
め
、
ヴ
ァ
リ
ヤ
ー
ク
人
蓬
を
蓮
れ
來
っ
て
、
彼
韓
に
金
を
蹴
ハ
え
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
し
て
ヤ
ロ
ス
ラ
フ
は
多
く
の
戦
士
を
集
め
た
。
」

　
披
等
の
多
く
は
ロ
ー
マ
敏
徒
で
あ
っ
た
の
で
ラ
テ
イ
．
ン
入
と
も
い

い
、
西
ヨ
ォ
ロ
ッ
パ
人
の
意
味
に
使
用
さ
れ
た
。
ロ
シ
ア
國
家
の
形

成
と
共
に
彼
等
は
武
装
と
略
奪
を
や
め
て
築
和
な
商
入
と
し
て
活
動

六
六

す
る
よ
う
に
な
つ
旋
。

　
コ
ル
ど
ヤ
ー
ク

コ
ル
ビ
ヤ
」
ク
に
は
色
々
な
幽
霊
が
あ
っ
て
定
設
は
な
い
。
0
外
幽

入
　
ω
ヴ
ア
リ
ヤ
ー
ク
は
西
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
入
を
さ
し
コ
ル
ど
ヤ
ー
ク

は
東
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
人
（
ロ
シ
ア
か
ら
見
て
）
を
さ
す
。
⇔
バ
ル
ト
海

岸
の
町
コ
ル
ベ
ル
ク
　
（
H
（
｛
、
）
ヨ
。
同
．
α
脅
）
　
の
住
民
　
偲
リ
タ
ウ
エ
ン
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

帥
南
ロ
シ
ア
・
ス
テ
ッ
ピ
の
ト
ル
諏
・
タ
タ
ア
ル
族
に
卯
濁
す
る
入
、

と
多
様
な
意
見
が
あ
る
が
こ
の
揚
合
、
ヴ
ァ
リ
ヤ
ー
ク
を
除
く
そ
の

他
の
外
薬
入
と
し
て
お
く
。

　
外
野
入
は
讃
人
を
立
て
る
こ
と
は
困
難
な
事
情
が
あ
る
の
で
誓
を

す
れ
ば
よ
い
。
又
澄
人
を
凝
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
ロ
シ
ア
人
の
場
合

七
人
を
要
す
る
が
外
野
人
は
二
人
置
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
プ
ラ
ー
ヴ
グ
皿
一
、
八
、
　
一
九
）

禰
五

奴
纏
一
が
（
鉱
膨
ご
芦
象
ζ
）
バ
リ
ヤ
ー
ク
叉
は
コ
ル
ビ
ヤ
ー
ク
の
も
と
へ

か
く
れ
て
、
し
か
も
三
日
の
闘
に
そ
れ
を
つ
れ
て
來
な
い
で
か
え
つ

（　2，38　）



て
主
人
が
そ
の
奴
碑
を
三
日
目
に
見
つ
け
る
時
け
、
彼
は
自
分
の
奴

嬉
を
捕
え
る
。
し
、
か
し
三
グ
リ
ー
ヴ
ナ
の
賠
償
を
郷
う
。

　
説
　
明

プ
ラ
ー
ヴ
ダ
で
は
犯
罪
が
嚢
生
し
た
臼
か
ら
三
日
口
ま
で
は
罪
に
な

ら
な
い
三
日
目
か
ら
犯
罪
を
構
成
す
る
。
　
（
プ
ラ
ー
ヴ
グ
肝
、
刷
八
、

四
七
）

　
事
事

男
女
の
奴
隷
で
あ
る
、
．
「
奴
碑
及
び
財
産
を
分
劇
」
　
（
キ
ー
エ
フ
年

代
記
一
　
一
…
四
山
ハ
年
）
　
、
「
吻
樹
群
噌
入
は
奴
卿
が
酪
…
奪
些
」
れ
人
へ
」
　
（
キ
ー
エ

フ
年
代
記
山
一
凹
九
年
）
　
「
七
百
の
奴
卿
」
を
分
け
潅
。
　
（
キ
！
エ

フ
年
代
記
一
一
照
六
年
）
奴
碑
に
つ
い
て
け
プ
ラ
ー
ヴ
グ
撮
、
一
四

…
∵
竃
一
五
五
奴
燃
…
（
z
三
£
｝
）
の
各
節
で
詳
．
祝
す
る
．
．

　
「
バ
リ
ヤ
ー
ク
叉
は
コ
ル
ビ
ヤ
ー
ク
」
　
ぼ
酔
激
寡
碑
の
七
曜
剛
節
一
…
四
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

最
初
の
部
分
を
談
記
し
て
迷
い
こ
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
．
、

＝
（

1江
ユ1｛

卜
1’I

g）

ノレ

1

ス

カ

や

噂

フや

ラ

1

ウゆ

ダ

x－x

河
村’

L．

ゴ臨

断
で
4受

入
の
馬
に

n
’e”

q二．

償
FFC

rt・

こ

乗
る

瞬
け

ク

リ
　
｝

ヴ
ナ
を
沸
う
。

　
説
明

プ
ラ
ー
ヴ
ダ
で
は
、
他
人
の
物
を
ぬ
す
む
時
は
、
ぬ
す
ん
だ
物
を
返

し
て
、
そ
の
物
と
同
じ
代
債
を
賠
償
す
る
の
が
原
期
で
あ
る
。
こ
の

揚
合
馬
を
所
有
主
に
返
し
て
、
馬
の
親
潮
罷
グ
リ
ー
ヴ
ナ
を
梯
う
の

で
あ
る
。
三
時
馬
の
煩
絡
け
、
鋭
グ
リ
ー
ヴ
ナ
前
後
で
あ
っ
た
。
侯

の
馬
は
　
ニ
グ
リ
ー
ヴ
ナ
、
農
民
の
篤
け
ニ
グ
リ
ー
ヴ
ナ
で
あ
っ
旋
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

は
プ
ラ
ー
ヴ
グ
葺
、
九
に
あ
る
。

漏
七

誰
か
が
他
入
の
馬
（
ぎ
＝
．
）
メ
器
（
二
誓
〉
・
）
叉
は
衣
類
を
（
憲
審
）

所
有
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
自
分
の
ミ
ル
の
中
で
（
く
z
ξ
ρ
｝
三
ご
母
ε

見
出
　
す
時
は
、
彼
は
自
分
の
も
の
を
と
h
リ
、
置
グ
リ
ー
ヴ
ナ
の
賠
償

を
。

、
説
明

、
こ
ル
（
三
躍
）
は
ロ
シ
ア
の
最
も
古
い
村
落
共
働
團
鰹
で
あ
る
。
こ

の
ミ
ル
に
勤
雁
脚
す
る
こ
と
ば
は
、
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
∬
、
二
で
は
ヴ
ェ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七

（　239　）



　
　
　
　
　
　
“
涙
密
ロ
の
ル
ー
ス
カ
ヤ
・
プ
ラ
ー
が
ダ
．
ハ
海
村
）

ル
ヴ
ィ
（
ノ
哩
O
囲
．
ノ
．
）
と
な
り
．
、
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
．
皿
、
四
〇
で
は
ゴ
ー
・
下

（
σ
身
摂
二
5
鎌
）
と
な
っ
て
い
る
。
プ
ラ
ー
ヴ
グ
f
、
E
、
皿
の
各
編
輯
年

代
を
判
断
す
る
資
料
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

　
被
害
の
勤
象
と
し
て
、
歪
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
を
通
じ
て
よ
く
見
え
る
物

は
、
馬
、
武
器
、
衣
類
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
就
會
の
性
質
を
語
る
も

の
で
あ
る
。

一
八

誰
か
の
と
こ
ろ
で
自
分
の
も
の
を
見
つ
け
て
も
そ
れ
を
取
っ
て
け
叛

ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
入
に
「
私
の
も
の
（
ヨ
つ
。
）
」
だ
と
い
っ
て
は

な
ら
な
い
。
　
「
ど
こ
で
あ
な
潅
が
そ
れ
を
手
に
入
れ
た
か
、
調
べ
に

行
か
う
（
三
峯
＝
類
。
・
♂
・
つ
自
）
」
と
い
う
。
そ
の
入
が
行
か
な
け
れ
ば

五
日
の
聞
に
保
誰
人
を
（
写
｝
．
震
｝
乏
ぎ
）
だ
す
。

　
説
　
明

一
七
節
で
は
自
分
の
も
の
を
見
つ
け
る
と
疸
ち
に
と
り
返
す
こ
と
が

で
き
た
が
、
　
一
八
節
で
は
所
持
者
と
共
に
調
査
す
る
か
、
所
持
考
が

肉
分
．
の
所
有
物
で
あ
る
こ
と
を
立
心
す
る
た
め
に
保
誰
人
を
だ
さ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
庶
つ
の
規
雄
の
上
に
法
搬
逡
の
時
潮
的
距
離
が

感
ぜ
ら
れ
る
。
　
一
八
節
は
ゲ
ル
マ
ン
法
に
源
を
も
つ
も
の
で
後
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

補
足
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

門
九

貸
し
た
も
の
を
講
求
す
る
時
、
借
り
た
人
が
こ
と
わ
れ
ば
、
借
り
た

人
は
、
そ
の
讃
櫨
と
し
て
（
一
三
デ
ぎ
｛
ご
十
二
入
の
成
人
男
子
の
を

（
】
）
ビ
2
回
匡
塁
憲
こ
通
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
説
晦

こ
れ
は
ミ
ル
の
諸
機
能
の
一
つ
と
し
て
行
わ
れ
旋
裁
判
で
あ
る
。
原

告
、
被
告
の
各
の
側
か
ら
六
馴
す
つ
選
び
十
二
入
の
回
心
官
が
問
題

を
審
査
判
定
す
る
人
民
裁
判
で
あ
ろ
う
。
血
の
ふ
く
し
ゅ
う
け
す
で

に
過
去
の
も
の
と
な
つ
旋
が
、
ま
だ
侯
の
政
治
支
配
は
固
定
せ
す
從
－

つ
て
園
家
に
よ
る
裁
判
が
實
施
さ
れ
る
ま
で
の
愚
渡
的
な
も
の
と
し

て
、
こ
の
よ
う
な
ミ
ル
の
平
鋼
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
陪

塞
困
の
源
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
形
式
は
ゲ
ル
マ
ン
の
影
郷
学
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
成
立
し
た
と
考
ら
れ
て
い
る
。

（　2－iO　）



瓢
e

し
か
し
…
情
9
た
入
が
貸
し
た
人
に
三
三
返
す
べ
ぎ
金
を
（
。
。
搾
9
）
返

さ
な
い
時
は
、
賠
償
と
し
て
三
グ
リ
ー
ヴ
ナ
。

　
読
　
明

ス
コ
ト
（
論
（
善
）
は
家
畜
と
い
う
意
味
と
金
と
い
う
意
・
味
が
あ
る
。

プ
ラ
ヴ
ー
ダ
で
も
家
玄
倒
の
意
映
ザ
に
使
用
ず
’
る
相
物
A
口
（
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
皿

五
二
、
五
「
『
五
六
、
七
八
）
と
背
蔽
…
の
意
味
に
使
用
す
る
揚
A
口

（
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
王
、
二
〇
噛
一
二
、
二
四
、
二
五
、
颯
一
五
六
馬
　
一

合
七
）
が
あ
る
。
家
畜
が
か
つ
て
貨
幣
で
あ
あ
っ
た
傍
謹
と
も
な
ろ

う
ゆ

喘
＝

肖
分
の
奴
碑
を
見
つ
け
て
、
そ
れ
を
捕
え
よ
う
と
す
る
時
、
そ
の
奴

碑
を
現
在
の
所
有
者
に
象
っ
た
人
の
と
こ
ろ
へ
っ
れ
て
行
き
、
そ
の

申
買
9
謡
†
が
第
二
番
の
蜘
買
酒
リ
手
の
し
」
こ
ろ
へ
っ
れ
て
行
出
“
、
更
に
第
三

　
　
　
　
　
　
乱
取
蕾
肯
の
ル
ー
ス
カ
ヤ
・
プ
ラ
ー
ヴ
ポ
（
河
肩
村
）

の
貰
9
手
の
と
こ
ろ
ま
で
つ
れ
て
行
く
。
そ
こ
で
所
有
者
主
が
第
三

の
費
9
手
に
「
あ
な
旋
の
奴
卿
を
繊
し
て
私
に
渡
し
、
あ
な
た
は
灘

人
と
一
緒
に
あ
な
た
の
代
金
を
（
ラ
弓
9
．
臓
｛
三
】
（
◎
蜜
）
も
し
」
め
な
さ
い
」

と
い
う
。
、

　
説
　
明

こ
れ
だ
け
で
は
文
意
が
十
分
明
か
で
な
い
。
プ
ラ
ー
ヴ
グ
四
七
に
よ

っ
て
補
足
す
れ
ば
、
七
癖
の
所
有
者
は
第
三
の
認
り
手
ま
で
調
査
し

終
る
と
ひ
と
ま
す
肉
分
の
奴
卿
と
第
三
の
酌
買
h
り
手
の
急
転
　
を
一
時
交

換
し
て
、
調
査
を
う
ち
き
る
。
第
三
の
費
り
手
は
交
換
し
た
二
野
の

高
言
に
暴
い
て
順
次
に
調
査
を
つ
す
け
て
最
後
に
鳳
呉
の
犯
入
を
磯
同
冠

す
る
．
、
犯
人
は
罰
金
を
支
沸
い
、
第
三
の
費
り
手
貧
さ
き
に
交
換
し

た
自
分
の
奴
碑
を
再
交
換
し
て
う
け
と
り
、
奴
碑
は
盗
々
も
と
の
所

有
主
に
か
え
る
の
で
あ
る
。

」
＝
一

叉
は
奴
縁
が
・
（
葦
ゴ
）
）
自
由
入
を
（
勇
・
o
｝
5
翁
崔
）
打
っ
て
主
人
の

家
に
逃
げ
、
主
人
が
（
讐
託
δ
負
ぎ
．
）
に
げ
た
奴
稼
を
引
渡
さ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九

（　2一｛1　）



　
　
　
　
　
　
肌
堀
士
口
の
ル
ー
ス
カ
ヤ
・
プ
ラ
ー
が
揮
（
河
》
村
）

で
、
入
が
そ
の
奴
隷
を
捕
え
る
な
ら
ば
主
人
は
奴
隷
に
代
っ
て
十
ニ

グ
リ
㌃
ヴ
ナ
を
…
郷
う
。

　
設
明

奴
慧
皿
が
自
由
人
を
打
つ
賠
償
に
つ
い
て
は
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
㎡
皿
八
七
に
も

殆
ん
ど
岡
じ
規
建
が
あ
る
。
奴
綜
が
自
由
入
に
醤
し
て
罪
を
犯
す
と

、
主
人
の
蒙
に
逃
げ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
だ
。
と
こ
ろ
が
古
代
ロ
シ
ア
、

で
は
、
家
に
は
不
可
優
…
槌
が
あ
っ
た
の
で
何
人
と
い
え
ど
も
他
説
に

入
っ
て
犯
人
を
舗
え
る
レ
」
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
鞄
人
を
う
つ
罪
に

つ
い
て
に
、
e
　
自
霞
人
が
自
由
人
を
う
つ
時
は
、
そ
の
揚
で
打
ち

返
す
か
、
賠
償
を
も
ら
う
か
、
い
す
れ
か
一
つ
を
え
ら
ぶ
。
⇔
　
奴

隷
が
営
門
入
を
う
つ
時
は
、
自
由
入
は
う
ち
返
し
た
上
で
侮
賠
償
を

そ
の
奴
隷
の
‡
…
人
か
ら
と
る
。
奴
隷
に
う
た
れ
る
こ
と
は
臼
由
人
の

大
ぎ
な
不
名
轡
で
あ
る
か
ら
、
十
ニ
グ
リ
ー
ヴ
ナ
と
い
う
高
額
の
賠

償
を
沸
う
の
で
あ
ろ
う
。
奴
隷
あ
種
類
、
犯
罪
等
に
つ
い
て
は
ブ
ラ

ー
ヴ
ダ
∬
、
　
一
四
…
T
t
一
五
五
に
わ
た
っ
て
詳
細
な
規
定
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
○
「

し
か
し
そ
の
後
な
ぐ
ら
れ
た
汐
入
の
男
子
が
（
葺
ミ
）
彼
を
見
つ
け

る
隣
は
、
そ
の
奴
隷
を
う
つ
。

　
論
　
明

ブ
ラ
ー
ヴ
ダ
皿
、
、
八
八
に
よ
る
と
．
．
ヤ
ロ
ス
ラ
ー
フ
　
（
閉
講
。
乙
蜜
・

一
〇
一
ゆ
よ
ヨ
ー
ド
）
の
子
等
の
時
ふ
く
し
ゅ
う
の
外
に
一
グ
リ
ー
ヴ
ナ
・
ク

ゥ
ン
の
講
金
遣
を
｛
誉
め
、
被
害
者
は
ど
ち
ら
を
選
ん
で
も
よ
い
こ
と

に
壷
、
へ
っ
凄
、
へ
。
　
（
プ
ラ
ー
ヴ
ー
グ
皿
、
　
四
、
　
八
八
）

二
四

し
か
し
槍
（
】
（
書
ご
）
叉
は
た
て
（
孤
ぎ
三
⇔
。
）
叉
は
衣
類
を
い
だ
め

て
、
そ
れ
を
自
分
の
も
の
に
し
は
じ
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
か
ら
金

を
（
玲
O
葺
）
と
る
。

・
　
読
　
明

プ
ラ
ー
ヴ
諦
ダ
皿
、
　
一
五
六
に
殆
ん
一
ど
同
じ
規
定
が
あ
る
。

（　242　）

一
三

二
五



し
か
し
そ
れ
を
い
た
め
て
返
そ
う
と
す
る
時
は
、
そ
れ
に
相
画
す
る

だ
け
の
金
を
奪
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

蓋
明

ブ
ラ
ー
ヴ
ダ
皿
、
一
五
七
に
は
こ
の
縛
澄
人
の
面
前
で
金
を
沸
う
べ

き
規
定
が
あ
る
。

「聾

@
ル
ー
ス
カ
ヤ
・
プ
ラ
ー
ヴ
4
は
「
キ
ー
渇
フ
・
ロ
シ
ア
に
お
け
る
枇
會

　
　
的
、
階
級
的
諸
關
係
の
研
究
に
と
っ
て
も
最
も
懐
穂
あ
る
資
料
目
で
あ

　
　
る
。
」
b
⇔
o
、
胆
剛
属
智
雛
つ
く
二
巴
三
生
ぼ
圃
μ
密
助
剛
二
〇
幣
の
麟
二
M
ザ
…
た
‘
斡
念
と
写
6

　
　
⑦
｛
〕
㏄
一
刈
O
凶
●

②
婆
㊦
乞
雪
．
尾
。
鋳
総
山
2
1
ぎ
簿
ζ
己
a
ζ
｝
）
】
㊦
影
。
g
h
同
】
舅
田
葺
・

　
　
帥
£
峯
岡
ン
酌
艦
討
象
穿
昌
戸
ω
⑦
℃
＄
】
乾
）
零
ウ
◎
．

③
プ
ラ
ー
ヴ
ダ
（
箕
箋
号
）
の
語
源
的
歴
史
的
な
い
み
を
諸
家
の
説
を
綜

　
　
合
し
て
記
せ
ば
、

　
　
「
た
た
か
い
。
二
、
や
．
く
そ
く
、
ち
か
い
〇
三
、
た
め
し
ゅ
四
、
神

　
　
の
裁
鋼
。
五
、
誰
隷
。
六
、
服
從
。
七
、
法
。
八
、
法
典
。
九
、
眞
埋

　
　
一
〇
、
逆
義
Q

　
　
ん
7
試
み
に
帖
か
ら
八
ま
で
を
九
父
は
一
〇
に
結
び
つ
け
る
と
正
義
、
奨

　
　
理
の
…
歴
史
的
な
憲
瞭
の
獲
展
淋
う
か
が
わ
乳
る
よ
う
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
n
叛
古
の
ル
ー
ス
カ
ヤ
・
プ
ラ
訂
ヴ
ダ
（
ト
河
村
）

H
　
た
た
か
い
（
に
勝
つ
者
は
）
…
…
…
：
一
…
…
：
・
…
正
義
（
で
あ
る
）

口
　
や
く
そ
く
、
ち
か
い
（
を
Ψ
る
者
は
）
・
…
…
：
…
圧
晶
嚢
（
で
あ
る
）

繭
　
た
め
し
（
水
、
熱
鐵
の
た
め
し
に
勝
つ
麿
は
）
…
正
義
（
で
あ
る
）

由り

@
一
騨
の
絶
景
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